
平成２７年 第４回 筑紫野市議会定例会（９月） 
提出議案について 

 

 平成２７年第４回筑紫野市議会定例会（会期：９月２日から９月２９日まで）に次の議案

を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

諮問第２号 ⼈権擁護委員の推薦につき意⾒を求めることについて 

本件は、現委員であります寺田恵子氏が、本年１２月３１日をもって任期満了となります

ので、引き続き推薦したく、議会の意⾒を求めるものです。 

認定第１号 平成２６年度筑紫野市⼀般会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳⼊決算額は、３２９億７千３６４万８千６３２円、これに対します歳出決算額は、３２

１億４千２１６万４千２９０円です。これを差し引きしました形式収支は、８億３千１４８

万４千３４２円の⿊字となっています。 

認定第２号 
平成２６年度筑紫野市国⺠健康保険事業特別会計歳⼊歳出決算の認定につ

いて 

歳⼊決算額は、１００億４千８６８万５千１５９円、これに対します歳出決算額は、９８

億４千６１４万４千３９円です。これを差し引きしました形式収支は、２億２５４万１千１

２０円の⿊字となっています。 

認定第３号 
平成２６年度筑紫野市住宅新築資⾦等貸付事業特別会計歳⼊歳出決算の認

定について 

歳⼊決算額は、２千５３２万７千８６１円、これに対します歳出決算額は、２千１５万３

千１９９円です。これを差し引きしました形式収支は、５１７万４千６６２円の⿊字となっ

ています。 

認定第４号 
平成２６年度筑紫野市奨学資⾦貸与事業特別会計歳⼊歳出決算の認定につ

いて 

歳⼊、歳出決算額ともに、５１２万１千４０３円となっています。 

認定第５号 平成２６年度筑紫野市介護保険事業特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳⼊決算額は、５７億４千１８８万１千９０６円、これに対します歳出決算額は、５６億

２千５１０万５千３０４円です。これを差し引きしました形式収支は、１億１千６７７万６



千６０２円の⿊字となっています。 

認定第６号 
平成２６年度筑紫野市後期⾼齢者医療事業特別会計歳⼊歳出決算の認定に

ついて 

歳⼊決算額は、２０億４千５８８万３２０円、これに対します歳出決算額は、２０億２９

５万４千６１１円です。これを差し引きしました形式収支は、４千２９２万５千７０９円の

⿊字となっています。 

認定第７号 
平成２６年度筑紫野市農業集落排⽔事業特別会計歳⼊歳出決算の認定につ

いて 

歳⼊、歳出決算額ともに２億２千３０７万９千９３６円となっています。 

認定第８号 平成２６年度筑紫野市土地取得事業特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳⼊、歳出決算額ともに２億８千５５３万１千４１２円となっています。 

認定第９号 平成２６年度筑紫野市二日市財産区特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳⼊、歳出決算額ともに５千６６９万５千３９円となっています。 

認定第１０号 平成２６年度筑紫野市御笠財産区特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳⼊決算額は、１千５３６万５千７５円、これに対します歳出決算額は、４４７万４千７

５円です。これを差し引きしました形式収支は、１千８９万１千円の⿊字となっています。 

認定第１１号 
平成２６年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計歳⼊歳出決算の認定につい

て 

歳⼊決算額は、３千４３３万７千３１８円、これに対します歳出決算額は、３千３９０万

３千１０８円です。これを差し引きしました形式収支は、４３万４千２１０円の⿊字となっ

ています。なお、この財産区の決算認定については、御笠財産区は８月２４日に、二日市財

産区及び平等寺山財産区は、８月２５日にそれぞれの管理会が開催され、同意を得ています。 

認定第１２号 平成２６年度筑紫野市⽔道事業会計剰余⾦の処分及び決算の認定について 

平成２６年度筑紫野市⽔道事業会計剰余⾦の処分については、未処分利益剰余⾦２４億５

千１３５万２千８６２円のうち５４６万９千円を減債積⽴⾦に、５千４６８万２千円を建設

改良積⽴⾦にそれぞれ積み⽴て、また、２０億１千３９５万５千７７５円を資本⾦へ組み⼊

れることとし、残りの３億７千７２４万６千８７円を繰り越すものです。 



また、平成２６年度⽔道事業会計決算については、収益的収支では、収⼊総額１９億８千

７５１万２千１４６円、支出総額１８億３千３４３万７６０円で、損益計算書において１億

９３６万５千８０３円の純利益が生じています。また資本的収支では、収⼊総額１億６千５

８２万８千１０円、支出総額６億７千８６８万２千４３３円で、資本的収⼊が資本的支出に

不⾜する額は、過年度分損益勘定留保資⾦等で補填しています。 

認定第１３号 
平成２６年度筑紫野市下⽔道事業会計剰余⾦の処分及び決算の認定につい

て 

平成２６年度筑紫野市下⽔道事業会計剰余⾦の処分については、未処分利益剰余⾦１５億

２千７０４万８千６５４円のうち５７３万円を減債積⽴⾦に、５千７２９万３千円を建設改

良積⽴⾦にそれぞれ積み⽴て、また、１１億３千３７７万７千８２９円を資本⾦に組み⼊れ

ることとし、残りの３億３千２４万７千８２５円を繰り越すものです。 

また、平成２６年度下⽔道事業会計決算については、収益的収支では、収⼊総額２２億２

千８１２万８千６１９円、支出総額２０億６千６７４万６２４円で、損益計算書において１

億１千４５８万４千１３１円の純利益が生じています。また、資本的収支では、収⼊総額９

億２千３２４万５千９３７円、支出総額１５億１千３２３万２千３５２円で、資本的収⼊が

資本的支出に不⾜する額は、過年度分損益勘定留保資⾦等で補填しています。 

報告第９号 
地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく平成 26 年度筑紫野市

健全化判断⽐率及び資⾦不⾜⽐率の報告について 

本件は、地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成２６年度決算における

健全化判断⽐率及び資⾦不⾜⽐率につきまして、監査委員の審査に付し、その意⾒を付けて

報告するものです。健全化判断⽐率のうち、実質⾚字⽐率については、標準財政規模に対す

る⼀般会計等の実質⾚字額の⽐率です。本市においては、実質⾚字額がないことから、「算

定なし」という意味であるハイフンで記載しています。 

 次に、連結実質⾚字⽐率についてですが、この⽐率は標準財政規模に対する公営企業を含

めた本市の全会計の実質⾚字の合計額の⽐率です。本市においてはすべての会計において実

質収支は⿊字であり、連結実質⾚字額はありませんので実質⾚字⽐率と同様にハイフンで記

載しています。次に実質公債費⽐率についてですが、この⽐率は標準財政規模を基本とした

額に対する⼀般会計等における地⽅債の元利償還⾦及び公営企業や⼀部事務組合等を含む



地⽅債の元利償還⾦の本市の負担額の⽐率です。平成２６年度の⽐率は９．４％となり、早

期健全化基準の２５％を下回ったものとなっています。次に将来負担⽐率についてですが、

この⽐率は標準財政規模を基本とした額に対する本市のすべての会計及び⼀部事務組合、土

地開発公社などの市が設⽴した法⼈まで含めた将来負担額の⽐率です。平成２６年度の⽐率

は１２．４％となり、早期健全化基準の３５０％を下回ったものとなっています。 

 次に資⾦不⾜⽐率についてです。この⽐率は本市が経営する公営企業の事業規模に対する

資⾦不⾜額の⽐率です。本市の⽔道事業会計、下⽔道事業会計、農業集落排⽔事業特別会計

ともに資⾦不⾜はありませんので、ハイフンで記載しています。以上が平成２６年度決算に

基づく健全化判断⽐率及び資⾦不⾜⽐率についての報告です。 

報告第１０号 筑紫野市土地開発公社事業等の報告について 

１の総括についてですが、⼀般庶務事項としましては、平成 26 年度に理事会を２回開催

し、４件の議案について審議がなされ、全て原案のとおり可決されたところです。役員につ

いては、４月に常務理事及び理事の変更があり、８月には任期満了に伴い理事８名と監事１

名に重任いただき、監事１名の⽅に新たに就任いただきました。次に事業計画の執⾏状況に

ついてです。取得については、台帳番号 68 番「市道⽴明寺・原の下線道路改良事業」⽤地

215 ㎡、2,350 万円取得し、処分については、台帳番号 64 番「筑紫地区まちづくり整備事

業」⽤地の⼀部 1,122 ㎡、及び台帳番号 66 番「都市計画道路次田⼤門線整備事業」⽤地４

㎡、をそれぞれ 5,296 万 966 円、275 万 4 千 830 円で市へ売却しています。次に財務の

状況についてです。平成 26 年度は「筑紫地区まちづくり事業」の⼀部外１事業の処分を⾏

い、当期純損失が３百万９千円となり、準備⾦合計は３億 2,657 万５千円となっています。

借⼊⾦の期末残⾼については、短期借⼊⾦４億 8,102 万７千円、⻑期借⼊⾦１５億 2,768

万５千円となっており前年度⽐で 1,289 万５千円の減となっています。保有土地について

は、期首残⾼ 23 億 3,225 万 3,213 円に対し、当期増加⾼ 3,269 万 7,041 円、当期減少⾼

5,370 万 1,092 円となったことから、平成 26 年度期末残⾼は 23 億 1,124 万 9,162 円と

なっています。 

平成 26 年度筑紫野市土地開発公社決算の監査報告につきましては、議案書の 23 ページ

に添付しています。本年 5 月 19 日に監事による監査が実施され、内容は適正であることの

報告を受けています。以上が平成 26 年度筑紫野市土地開発公社事業等の報告です。 



報告第１１号 公益財団法⼈筑紫野市文化振興財団事業等の報告について 

文化振興財団は、筑紫野市より指定管理者として指定を受けています筑紫野市文化会館の

管理運営及び市⺠の文化芸術の振興に関する事業を実施しているところです。 

まず、文化会館の利⽤状況です。合計⼊場者数は１０万９，０４２⼈、使⽤料は２，７８

５万１，３３０円です。なお、使⽤料については、公的使⽤は減免制度があり、その減免額

が１，９７６万９，７００円となっており、実質の納⼊額は８０８万１，６３０円です。次

に、公演事業の状況です。公演事業については、文化会館が開館３０周年を迎え、２６年度

のテーマを「『歓喜』〜みる きく 感じる こ・こ・ろ！〜」とし、その具体化のため「雅楽

〜筑紫楽所〜」「第２９回名曲コンサート・スペシャル『第九』演奏会」など２１事業を実

施しました。公演事業の⼊場者率です。平成２６年度は座席数に対しまして、９６．４％の

⼊場者率となっております。続いて、決算の状況です。公益財団法⼈への移⾏に伴う会計基

準の変更により、公演事業の全てと文化会館の公益目的での貸与に関する「公益目的事業会

計」、文化会館の公益目的外での貸与及び物品販売⼿数料の収⼊に関する「収益事業等会計」、

財団の組織運営に関する「法⼈会計」に分かれた計算書となっています。合計額の欄で説明

申し上げます。⾦額については、消費税抜額での経理になっています。まず経常収益の合計

は、８，４９９万７，４８４円です。収⼊の主なものは、筑紫野市からの指定管理受託収⼊

７，４２８万６，１１１円です。次に、経常費⽤についてですが、経常費⽤の合計は９，０

６９万６，０７２円です。その主なものは、公益目的事業会計の事業費６，８９２万４，６

７４円で、公演事業及び清掃等に関する委託費、⼈件費、施設の光熱⽔費等です。収⼊から

支出を引きました当期経常増減額は△５６９万８，５８８円となり、これが当年度の収支と

なるものです。これに⼀般正味財産期末残⾼１，４６６万０，２２０円と指定正味財産期末

残⾼１，５００万円を加えますと２，９６６万２２０円となりまして、この額が財団の正味

財産期末残⾼となるものです。 

議案第４４号 筑紫野市個⼈情報保護条例の⼀部を改正する条例の制定について 

本件は、⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律の施⾏

に伴い、特定個⼈情報等の適切な取り扱いの確保を⾏うため、条例の⼀部を改正するもので

す。 

議案第４５号 筑紫野市⼿数料条例の⼀部を改正する条例の制定について 



本件は、⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律の施⾏

に伴う、関連⼿数料の新設及び廃止、並びに印鑑登録証引替⼿数料の⾒直しに伴い、条例の

⼀部を改正するものです。 

議案第４６号 筑紫野市地域包括ケア推進会議設置条例の制定について 

本件は、本市における⾼齢者等の地域包括ケアシステムを構築することを目的に地域包括

ケア推進会議を設置するため、条例を制定するものです。 

議案第４７号 
筑紫野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の⼀部を改

正する条例の制定について 

本件は、筑紫野都市計画地区計画阿志岐地区の都市計画決定に伴い、条例の⼀部を改正す

るものです。 

議案第４８号 指定管理者の指定について 

本件は、筑紫野市文化会館の指定期間が平成２７年度末で満了することから、地⽅自治法 

第２４４条の２第３項の規定に基づき、指定管理者を指定するため、同条第６項の規定により、

議会の議決を求めるものです。 

議案第４９号 平成２７年度筑紫野市⼀般会計補正予算（第１号）について 

補正の主な内容は、歳出予算としまして、ふるさと応援寄附⾦の創生振興基⾦への積⽴と

して３千３５１万２千円。また、地域経済循環創造事業補助⾦として５千万円、学校の施設

改修のための工事費として小中学校合わせ３千４７４万７千円などを増額するものです。こ

れに⾒合いの歳⼊予算としましては、普通交付税１億２千７４８万７千円、地域経済循環創

造事業交付⾦５千万円などの増額、また、社会資本整備総合交付⾦５千５７万７千円などを

減額するものです。このため、歳⼊歳出予算の総額に、歳⼊歳出それぞれ１億４千７８４万

６千円を追加し、歳⼊歳出予算の総額を歳⼊歳出それぞれ３１０億１千７８４万６千円とす

るものです。また、「債務負担⾏為補正」としましては、「追加の場合」で２件の４億２千２

３万８千円、⼀部事務組合分として３件の４億９千４０５万７千円を計上しています。「地

⽅債補正」については、「変更の場合」として２件の１千６７４万４千円を増額し計上して

います。 

議案第５０号 
平成２７年度筑紫野市国⺠健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 



補正の主な内容は、歳出予算としまして、審査支払⼿数料１６６万８千円などの増額や、

介護納付⾦１千７５９万９千円などを減額するものです。これに⾒合いの歳⼊予算としまし

ては、後期⾼齢者支援⾦１千５６２万１千円などの増額、普通調整交付⾦２千６９２万８千

円などを減額するものです。このため、歳⼊歳出予算の総額から、歳⼊歳出それぞれ１千５

９５万５千円を減額し、歳⼊歳出予算の総額を歳⼊歳出それぞれ、１１２億３千２００万１

千円とするものです。 

議案第５１号 平成２７年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

補正の主な内容は、歳出予算としまして、県支出⾦返還⾦１千２３１万８千円、予備費１

億１７９万２千円などを増額するものです。これに⾒合いの歳⼊予算としまして、前年度繰

越⾦１億１千６７７万５千円などを増額するものです。このため、歳⼊歳出予算の総額に、

歳⼊歳出それぞれ１億１千９９１万３千円を追加し、歳⼊歳出予算の総額を歳⼊歳出それぞ

れ５９億６千１１４万８千円とするものです。 

議案第５２号 
平成２７年度筑紫野市後期⾼齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

補正の主な内容は、歳出予算としまして、広域連合納付⾦４千１９６万４千円などを増額

するものです。これに⾒合いの歳⼊予算としましては、前年度繰越⾦４千２９２万４千円を

増額するものです。このため、歳⼊歳出予算の総額に、歳⼊歳出それぞれ４千２９２万４千

円を追加し、歳⼊歳出予算の総額を歳⼊歳出それぞれ２１億４千６０９万円とするもので

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成２７年 第４回 筑紫野市議会定例会（９月） 
追加提出議案について 

 

 平成２７年 第４回 筑紫野市議会定例会において９月４日に次の議案を追加提案しまし

たので、その内容をお知らせします。 

報告第１２号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、地⽅自治法第１７９条第１項の規定により

専決処分を⾏っていますので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求めるも

のです。内容は、平成２７年３月６日、朝倉市において発生した公⽤⾞の事故により、相⼿

⽅を負傷させ、また相⼿⽅物品を破損させたものです。この事故に伴います損害賠償額につ

いて、１５５万２千２６４円で示談協議が整いましたので、平成２７年８月２６日付けで専

決処分を⾏ったところです。 

 


